
※本人受診時、または電話で依頼。

※ケアマネジャー等が申請代行する場合

※主治医より事前問診票提出の依頼
がなくても提出することは可能

事前問診票を主治医に提出

包括・ケアマネジャーに依頼

本人・家族に依頼
※依頼された本人・家族は担当の
ケアマネジャー等に相談可

※事前問診票書式は、
下記記載場所にて入手。

本人・家族が事前問診票を
わかる範囲で記入

※本人・家族が対応困難な場合で、担
当のケアマネジャー等が不明の場合、
介護保険課に連絡すると、折り返し担
当より連絡が入ります。

担当ケアマネジャー等は、本人・家族に事前問診票の記入と提出
代行の同意（同意欄に署名）を得て代行する。

主治医が事前問診票が必要と判断

　　　※介護保険課 介護認定係　　☎046-252-7538

主治医意見書事前問診票フローチャート　　

介護保険課より医療機関へ主治医意見書作成依頼

介護保険課に要介護・要支援認定申請
（新規・更新・区分変更）

訪問時に事前問診票もお持ちし説明。または同意を
得て事前問診票の記入や提出の代行を行う

要介護・要支援認定申請（新規・更新・区分変更）のため申請書を記入

※本人・家族が介護保険
課に申請書を提出

対象の医療機関は、市内の医療機関。対象者は、要介護・要支援認定の申請（新規・更新・区分変
更）をするため、対象医療機関に「主治医意見書」の作成を依頼する方。

（市外の医療機関への提供を妨げるものではない。）

本人・家族 市 主治医 ケアマネジャー等

事前問診票の書式は、市内医療機関、座間市役所介護保険課窓口、各地域包括支援センター等に設置。
座間市ホームページ・座間市医師会ホームページよりダウンロードできます。

主治医は事前問診票を参考に主治医意見書を作成

介護保険課に提出

※主治医は、事前問診票が概ね2週間たっても提出されない場
合、それを待たず意見書を作成し介護保険課へ郵送する。

　                                                   座間市医師会　地域在宅医療・介護連携支援室　　☎046-206-5131

主治医へ提出


